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[bookmark: _Hlk145584538]児童名（　　　　　　　　　　　　　　　）


以下の項目を確認の上、□に☑チェックを入れてください。



□　入所は年間契約の為、原則として離職・転校・産休育休以外、途中退所できないことを理解しました。
□　転職や派遣先変更など、就労先が変更になった場合は、新しい就労先の就労証明書を提出することを理解しました。
□　提出済の就労証明書の証明期間（雇用期間）が終了した場合は、雇用契約更新後、新しい就労証明書を提出することを理解しました。
□　退職後３ヶ月以内に次の仕事が決まらなければ学童を退所となることを理解しました。
□　延長保育（月契約）と土曜保育（月登録）の変更は、前月２０日までに変更書類を提出してください。当月より登録解除ができない（返金できない）ことを理解しました。
□　毎月の利用料は登録口座より引落しされますので、不足のないように入金してください。万が一、引落しができなかった場合は、速やかに支払うことを理解しました。
□　２ヶ月を過ぎても保育料支払いが行われない場合は、契約書に記入してある連帯保証人へ連絡することを理解しました。

　　　　　　　　　　　　　　以上の内容を確認いたしました。
　　　　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　　保護者名（　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



